
JP 4422876 B2 2010.2.24

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　壁の内部に設けられたパイプに挿入される略筒状の本体枠と、この本体枠内に設けられ
たファンと、このファンを駆動するモータとを備え、前記本体枠と前記モータとの間に環
状の空気流路を形成してなるパイプファンにおいて、
　前記環状の空気流路の室内側の開口部に、第１のスライドシャッタと第２のスライドシ
ャッタとを設け、
　前記第１のスライドシャッタの動きを前記第２のスライドシャッタに反対方向の動きと
して伝える連動手段を設けて、前記第１のスライドシャッタと前記第２のスライドシャッ
タとが連動して開閉動作を行うようにし、
　前記モータを前記第１のスライドシャッタと前記第２のスライドシャッタより室内側に
突出させ、
　前記モータの外周に前記第１のスライドシャッタと前記第２のスライドシャッタとを当
接させて前記環状の空気流路を閉鎖するようにしたことを特徴とするパイプファン。
【請求項２】
　前記連動手段は、前記第１のスライドシャッタに設けられた第１のラックと、前記第２
のスライドシャッタに設けられ、前記第１のラックに対向して配設された第２のラックと
、これら対向する第１のラックと第２のラックとの間で両ラックに噛み合わされたピニオ
ンとを有し、前記第１のラックの動きを前記ピニオンを介して反対方向の動きとして前記
第２のラックに伝達するようにしたことを特徴とする請求項１に記載のパイプファン。
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【請求項３】
　前記ピニオンは、前記第１のラック及び前記第２のラックより厚く形成されていること
を特徴とする請求項２に記載のパイプファン。
【請求項４】
　前記本体枠に、前記第１のスライドシャッタ及び前記第２のスライドシャッタをガイド
する段差部を設けたことを特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載のパイプファン
。
【請求項５】
　前記段差部裏面にＳＬ端子を収納したことを特徴とする請求項４に記載のパイプファン
。
【請求項６】
　前記スライドシャッタに凸部を設けるとともに、前記本体枠に前記凸部に係合して前記
スライドシャッタをガイドするガイド溝を設けたことを特徴とする請求項１ないし５のい
ずれかに記載のパイプファン。
【請求項７】
　前記第１のラックは、前記第１のスライドシャッタの側縁に設けられ、前記第２のラッ
クは、前記第１のラックと前記ピニオンを挟んで対向する位置に前記第２のスライドシャ
ッタから突出して設けられ、この第２のラックに凸部が設けられ、前記本体枠に前記凸部
に係合して前記第２のラックをガイドするガイド溝を設けたことを特徴とする請求項２な
いし６のいずれかに記載のパイプファン。
【請求項８】
　前記第１のスライドシャッタの第１のラックの両端に、ラックの歯先より突出した突出
部を設け、前記本体枠には、前記突出部が当接してガイドされるガイドリブが設けられて
いることを特徴とする請求項２ないし７のいずれかに記載のパイプファン。
【請求項９】
　前記第１のスライドシャッタの側縁部及び前記第２のスライドシャッタの側縁部にそれ
ぞれラックを設け、これらラックに噛み合うピニオンを前記本体枠に設けたことを特徴と
する請求項第２または３のいずれかに記載のパイプファン。
【請求項１０】
　前記ピニオンをローラに変えたことを特徴とする請求項９に記載のパイプファン。
【請求項１１】
　前記連動手段は、前記第１のスライドシャッタと前記第２のスライドシャッタとを滑車
を介して連結するワイヤを有していることを特徴とする請求項１に記載のパイプファン。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、開口部にシャッタを有するパイプファンに関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来のパイプファンとしては、図１３及び図１４に示すようなものが知られている。こ
のパイプファン１１は、外壁１３と内壁１５との間に設けられたパイプ１７に挿入して装
着されるものである。このパイプファン１１は、略筒状の本体枠１９内部にモータ２１と
このモータ２１によって駆動されるファン２３とを有している。本体枠１９の室内側には
、室内側に突出して箱状の本体カバー２５が設けられており、この本体カバー２５の４つ
の側壁２７…には、それぞれ給気口２９…が形成されている。一方、側壁２７の内側には
、給気口２９を閉鎖しうるシャッタ３１がそれぞれ設けられている。このシャッタ３１に
は、摘み３３が設けられており、この摘み３３を操作することによって前記シャッタ３１
をスライドさせ、給気口２９の開閉を行うことができるようになっている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
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　しかしながら、このパイプファン１１にあっては、側壁２７に給気口２９があるため本
体カバー２５が室内側に突出してしまい装置を小型化できないという問題点があった。ま
た、４つのシャッタ３１をそれぞれ操作しなければならないため、手間がかかるとともに
、閉め忘れ開け忘れのおそれがあり本来の換気性能が発揮できないという問題点があった
。
【０００４】
　本発明は、かかる課題を解決するためになされたものであって、本体カバーの室内突出
量が少ないシャッタ付きパイプファンを提供することを目的としている。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　本発明の第１の特徴は、壁の内部に設けられたパイプに挿入される略筒状の本体枠と、
この本体枠内に設けられたファンと、このファンを駆動するモータとを備え、前記本体枠
と前記モータとの間に環状の空気流路を形成してなるパイプファンにおいて、前記環状の
空気流路の室内側の開口部に、第１のスライドシャッタと第２のスライドシャッタとを設
け、前記第１のスライドシャッタの動きを前記第２のスライドシャッタに反対方向の動き
として伝える連動手段を設けて、前記第１のスライドシャッタと前記第２のスライドシャ
ッタとが連動して開閉動作を行うようにし、前記モータを前記第１のスライドシャッタと
前記第２のスライドシャッタより室内側に突出させ、前記モータの外周に前記第１のスラ
イドシャッタと前記第２のスライドシャッタとを当接させて前記環状の空気流路を閉鎖す
るようにしたことである。
【０００６】
　本発明の第２の特徴は、前記連動手段は、前記第１のスライドシャッタに設けられた第
１のラックと、前記第２のスライドシャッタに設けられ、前記第１のラックに対向して配
設された第２のラックと、これら対向する第１のラックと第２のラックとの間で両ラック
に噛み合わされたピニオンとを有し、前記第１のラックの動きを前記ピニオンを介して反
対方向の動きとして前記第２のラックに伝達するようにしたことである。
【０００７】
　本発明の第３の特徴は、前記ピニオンは、前記第１のラック及び前記第２のラックより
厚く形成されていることである。
【０００８】
　本発明の第４の特徴は、前記本体枠に、前記第１のスライドシャッタ及び前記第２のス
ライドシャッタをガイドする段差部を設けたことである。
【０００９】
　本発明の第５の特徴は、前記段差部裏面にＳＬ端子を収納したことである。
【００１０】
　本発明の第６の特徴は、前記スライドシャッタに凸部を設けるとともに、前記本体枠に
前記凸部に係合して前記スライドシャッタをガイドするガイド溝を設けたことである。
【００１１】
　本発明の第７の特徴は、前記第１のラックは、前記第１のスライドシャッタの側縁に設
けられ、前記第２のラックは、前記第１のラックと前記ピニオンを挟んで対向する位置に
前記第２のスライドシャッタから突出して設けられ、この第２のラックに凸部が設けられ
、前記本体枠に前記凸部に係合して前記第２のラックをガイドするガイド溝を設けたこと
である。
【００１２】
　本発明の第８の特徴は、前記第１のスライドシャッタの第１のラックの両端に、ラック
の歯先より突出した突出部を設け、前記本体枠には、前記突出部が当接してガイドされる
ガイドリブが設けられていることである。
【００１３】
　本発明の第９の特徴は、前記第１のスライドシャッタの側縁部及び前記第２のスライド
シャッタの側縁部にそれぞれラックを設け、これらラックに噛み合うピニオンを前記本体
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枠に設けたことである。
【００１４】
　本発明の第１０の特徴は、前記ピニオンをローラに変えたことである。
【００１５】
　本発明の第１１の特徴は、前記連動手段は、前記第１のスライドシャッタと前記第２の
スライドシャッタとを滑車を介して連結するワイヤを有していることである。
【００１６】
【発明の実施の形態】
　以下、発明の実施の形態について図１ないし図１２を参照して説明する。図１及び図２
は本発明の第１の実施の形態に係るパイプファン４１を示す斜視図である。このパイプフ
ァン４１は、本体枠４３を有している。この本体枠４３には、図１４に示すようなファン
及びモータ４５が収納されている。このモータ４５は、この本体枠４３から突出して配設
されているとともに、本体枠４３との間に環状の開口部４７を形成している。開口部４７
には、略方形の前面板４９が設けられ、この前面板４９には、第１のスライドシャッタ５
１と第２のスライドシャッタ５３とが設けられている。
【００１７】
　第１のスライドシャッタ５１は、略矩形板状のシャッタ本体５５を有しており、このシ
ャッタ本体５５に、モータ４５の外周に嵌合する円弧状凹部５７が形成されている。また
、第１のスライドシャッタ５１の上側には、この第１のスライドシャッタの上側縁をガイ
ドする第１のガイド爪５９が前面板４９に設けられている。また、第１のスライドシャッ
タ５１の下側には、この第１のスライドシャッタ５１の下側縁をガイドするガイドリブ６
１が設けられている。そして、第１のスライドシャッタ５１は、これらガイド爪５９とガ
イドリブ６１とによって水平方向にガイドされるようになっている。また、シャッタ本体
５５の下側縁には、ラック６３が設けられており、前面板４９にはこのラック６３に噛み
合うピニオン６５が回転自在に設けられている。そして、第１のスライドシャッタ５１を
水平にスライドするとピニオン６５が回転するようになっている。
【００１８】
　第２のスライドシャッタ５３は、略矩形板状のシャッタ本体６７を有しており、このシ
ャッタ本体６７に、モータ４５の外周に嵌合する円弧状凹部６９が形成されている。また
、第２のスライドシャッタ５３の上側には、この第２のスライドシャッタ５３の上側縁を
ガイドする第２のガイド爪７１が設けられている。さらに、第２のスライドシャッタ５３
の下側には、この第２のスライドシャッタ５３の下側縁をガイドする第３のガイド爪７３
が設けられている。そして、第２のスライドシャッタ５３は、これら第２のガイド爪７１
と第３のガイド爪７３とによって水平方向にガイドされるようになっている。また、第２
のスライドシャッタ５３には、ピニオン６５の下側に水平に延びる突出部７５が形成され
ている。この突出部７５のピニオン６５の側には、このピニオン６５に噛み合うラック７
７が設けられている。また、この突出部７５には、ツマミ７９が設けられており、手動で
第２のスライドシャッタ５３を水平方向に移動できるようになっている。そして、第２の
スライドシャッタ５３が水平方向へ移動すると、ピニオン６５を介して第１のスライドシ
ャッタ５１が逆方向に移動し、シャッタの開閉動作を行うようになっている。
【００１９】
　さらに、第１のスライドシャッタ５１及び第２のスライドシャッタ５３が設けられた前
面板４９には、本体カバー８１が被せられている。この本体カバー８１の前面には換気時
の空気が出入りする通気口８３が形成されている。
【００２０】
　このようなパイプファン４１にあっては、図１に示す状態から、ツマミ７９によって第
２のスライドシャッタを右方向に開状態へ動かすと、ラック７７が右に動き、ラック７７
に噛み合わされたピニオン６５が左回転する。そして、ラック６３が図中左方向へ移動し
て、第１のスライドシャッタが開状態へ移動し、図２に示す状態になる。また、逆に図２
に示す状態から、ツマミ７９を左に動かすと、第１のスライドシャッタ及び第２のスライ
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ドシャッタが図１に示す閉状態へ移動する。
【００２１】
　このように、このパイプファン４１においては、本体枠４３の開口部４７に、第１のス
ライドシャッタ５１と第２のスライドシャッタ５３とを設け、前記第１のスライドシャッ
タ５１の動きを前記第２のスライドシャッタ５３に反対方向の動きとして伝えるラック６
３，７７、ピニオン６５を設け、前記第１のスライドシャッタ５１と前記第２のスライド
シャッタ５３に開閉動作を行うようにしているから、シャッタ機構を前面板４９の上にこ
れと平行に薄く配設することができ、従って、本体カバー８１の室内への突出量を少なく
することができる。また、１つのツマミを操作するだけで第１及び第２のスライドシャッ
タ５１，５３の開閉動作をすることができ、従って、シャッタの閉め忘れ、開け忘れを防
止することができる。
【００２２】
　次に、上記実施の形態の変形例について説明する。ここでは、上記実施の形態と異なる
点のみを説明する。
【００２３】
　図３は、第２の実施の形態を示す図であって、ピニオンとラックとの関係を示したもの
である。この実施の形態では、ピニオン６５の厚さＨをラック６３，７７の厚さｈより厚
く設定している。従って、組立上の誤差や、部品加工上の誤差があっても、ピニオン６５
とラック６３，７７を噛み合わせることができ、シャッタの開閉動作を確実に行うことが
できる。
【００２４】
　図４は、第３の実施の形態を示す図である。この図において、前面板４９の上端縁部に
は、厚肉部９１が設けられ、この厚肉部９１側面に段差部９３が形成されている。この段
差部９３には、ガイド爪９５が設けられている。そして、これら、段差部９３とガイド爪
９５によって第１のスライドシャッタ５１、第２のスライドシャッタ５３をガイドするよ
うになっている。従って、シャッタの上端縁を点ではなく線でガイドすることができ、従
って第１及び第２のスライドシャッタ５１，５３をスムーズにガイドすることができる。
【００２５】
　図５及び図６は、第４の実施の形態を示す図である。図５において、厚肉部９１には、
ＳＬ端子カバー９７に覆われたＳＬ端子９９が収納されている。図６は、厚肉部９１に１
５ＶのＶＦケーブル（電源電線）１０１を収納した状態を示している。このようにすれば
、スペースの有効利用を図ることができ、したがってパイプファンの室内への突出量を少
なくすることができる。
【００２６】
　図７は、第５の実施の形態を示す図である。この図においては、第２のスライドシャッ
タ５３の突出部７５のラック７７近傍の前面板４９側にガイド突起１０３を設け、前面板
４９にこのガイド突起１０３をガイドするガイド溝１０５を設けている。このようにする
ことによって、突出部７５のラック７７とピニオン６５とを確実に噛み合わせることがで
き、従ってシャッタの確実な開閉動作を行うことができる。
【００２７】
　図８は、第６の実施の形態を示す図である。この図においては、ガイド突起１０３を突
出部７５の先端部に設けている。このようにすることによって、先端部に撓みが生じやす
い突出部７５を確実にガイドすることができ、従って、ラックとピニオンとのかみ合わせ
を確実に行うことができる。
【００２８】
　図９は、第７の実施の形態を示す図である。この図においては、第１のスライドシャッ
タ５１下側縁のラック６３の両端部に、このラックの６３の歯先よりａだけ突出した凸部
１０７設け、これらと対向する位置にこれら凸部１０７をガイドするガイドリブ１０９を
設けている。このようにすることによって、これまでピニオン６５のみによってその下側
縁をガイドされていた第１のスライドシャッタを円滑確実にスライドさせることができ、
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操作性を向上させることができる。
【００２９】
　図１０は、第８の実施の形態を示す図である。第１の実施の形態においては、第１のス
ライドシャッタ５１、第２のスライドシャッタ５３を、ガイド爪５９，７１，７３でガイ
ドしていたが、この実施の形態においては、歯車でガイドしている。すなわち、第１のス
ライドシャッタ５１の上側縁、第２のスライドシャッタ５３の上側縁、下側縁に、それぞ
れラック１１１，１１３、１１５を設け、これらに噛み合うピニオン１１７，１１９，１
２１をそれぞれ設けている。このようにすることによって、ラックとピニオンとの転がり
摩擦によって第１及び第２のスライドシャッタ５１，５３をガイドするようにしている。
従って、ガイド爪等との滑り摩擦によるガイドに比較して摩擦を減少させることができ、
開閉操作をスムーズに行うことができる。
【００３０】
　図１１は、第９の実施の形態を示す図である。この図シャッタ機構は、図１０における
ピニオン１１７，１１９，１２１をローラ１２３，１２５、１２７に置き換え、ラック１
１１，１１３，１１５を直線上のガイド側面１２９，１３１，１３３に置き換えたもので
ある。この場合も図１０の場合と同様の効果を奏する。
【００３１】
　図１２は、第１０の実施の形態を示す図である。この実施の形態の第１のスライドシャ
ッタ５１は、その上端縁、下端縁をガイドリブ１３５，１３７でガイドされ、第２のスラ
イドシャッタ５３は、その上端縁、下端縁をガイドリブ１３９、１４１でガイドされてい
る。また、第１のスライドシャッタ５１と第２のスライドシャッタ５３とは、滑車１４３
，１４５を介してワイヤ１４７で連結されている。さらに、第１のスライドシャッタ５１
には、このシャッタを閉状態へ押し付けるスプリング１４９が設けられている。このよう
な構成において、ツマミ７９を操作することによって第２のスライドシャッタ５３を開方
向へ動かすと、ワイヤ１４７を介して第１のスライドシャッタ５１が開方向へ動き、第２
のスライドシャッタ５３を閉方向へ動かすと、第１のスライドシャッタ５１も閉方向に動
き、連動して開閉を行うことができる。
【００３２】
【発明の効果】
　以上説明したように本発明にあっては、本体枠の開口部に、第１のスライドシャッタと
第２のスライドシャッタとを設け、第１のスライドシャッタの動きを第２のスライドシャ
ッタに反対方向の動きとして伝える連動手段を設け、第１のスライドシャッタと第２のス
ライドシャッタに開閉動作を行うようにしているから、本体カバーの室内への突出量を少
なくすることができるとともに、一方のスライドシャッタを操作するだけで両方のスライ
ドシャッタの開閉動作をすることができ、従って、シャッタの閉め忘れ、開け忘れを防止
することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１の実施の形態のパイプファンを示す分解斜視図。
【図２】　図１に示す実施の形態において、シャッタが開いた状態を示す斜視図。
【図３】　本発明の第２の実施の形態を示す分解斜視図。
【図４】　本発明の第３の実施の形態を示す分解斜視図。
【図５】　本発明の第４の実施の形態を示す分解斜視図。
【図６】　本発明の第４の実施の形態の使用状態を示す分解斜視図。
【図７】　本発明の第５の実施の形態を示す分解斜視図。
【図８】　本発明の第６の実施の形態を示す分解斜視図。
【図９】　本発明の第７の実施の形態を示す分解斜視図。
【図１０】　本発明の第８の実施の形態を示す分解斜視図。
【図１１】　本発明の第９の実施の形態を示す分解斜視図。
【図１２】　本発明の第１０の実施の形態を示す分解斜視図。
【図１３】　従来のパイプファン示す分解斜視図。
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【図１４】　図１３に示すパイプファンの断面を示す図。
【符号の説明】
４３　本体枠
４５　モータ
４７　開口部
５１　第１のスライドシャッタ
５３　第２のスライドシャッタ
６３　ラック
６５　ピニオン
７７　ラック
９３　段差部
９９　ＳＬ端子
１０３　ガイド突起
１０５　ガイド溝
１０７　凸部
１０９　ガイドリブ
１１１　ラック
１１３　ラック
１１５　ラック
１１７　ピニオン
１１９　ピニオン
１２１　ピニオン
１２３　ローラ
１２５　ローラ
１２７　ローラ
１２９　ガイド側面
１３１　ガイド側面
１３３　ガイド側面
１４３　滑車
１４５　滑車
１４７　ワイヤ
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